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令和４年５月１６日（月）午前９時３０分 米沢市農業委員会第２２回定例総会を米沢市役所

３階庁議室に招集した。 

 

 出席委員（１８名） 

  １番 伊藤精司 委員 

  ２番 小関善隆 委員 

  ３番 髙橋祐弘 委員 

  ５番 佐藤利夫 委員 

  ６番 田代曻一 委員 

  ７番 佐藤孝義 委員 

  ８番 高橋信夫 委員 

  ９番 佐久間英之 委員 

 １０番 江口益美 委員 

 １１番 宮﨑雅文 委員 

 １２番 遠藤伊一 委員 

 １３番 鈴木晃子 委員 

 １４番 大野澤進 委員 

 １５番 相田市三郎 委員 

 １６番 山王堂民榮 委員 

 １７番 古畑功一 委員 

 １８番 樋渡由美 委員 

 １９番 二宮啓一 委員 

 

 

 欠席通告委員（１名） 

  ４番 我彦正福 委員 

 

 

 遅刻通告委員（なし） 

 

 

 農業委員以外の出席者（なし） 

 

 

 会議に出席した事務局職員（６名） 

   事 務 局 長   宍 戸 徹 朗 

   事務局長補佐兼農政振興主査   根 津 正 孝 

   農 地 主 査   宮 原   功 

   主 査   瀧 口 圭 史 

   主      任   吉 田   潤 

   主      任   須 貝 祐 太 
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 会議に付議した事項 

 

１．提出議題 

 

  報第１号   非農地証明の報告について 

 

  議第１号   農地法第１８条第１項第２号該当による同条第６項の通知について 

 

  議第２号   農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

 

  議第３号   農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 

  議第４号   農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

 

  議第５号   農用地利用集積計画について 

 

  議第６号   令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価並びに令和４

年度最適化活動の目標設定等（案）について 

 

２．その他 
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開  会   午前９時３０分 

 

根津補佐    おはようございます。 

        これより第２２回米沢市農業委員会定例総会を開会いたします。 

        初めに、「農業委員会憲章」の唱和を３番 髙橋祐弘委員のご発声にてよ

ろしくお願いいたします。 

       （唱和） 

根津補佐    ありがとうございました。 

        それでは、会長よりご挨拶をお願いいたします。 

会  長    おはようございます。 

        春作業始まりまして、田植のほうも終わった方もおられるということであ

りますが、私のところの中山間地はまだ代掻き始まったばかりであります。

そういった中、お忙しいところ定例総会にお集まりいただきまして、大変あ

りがとうございます。 

        円安ということで様々な影響が出ておりまして、資材高騰ということであ

ります。あと輸出関連の自動車関係のトヨタはじめそういったところ等、商

人なんかは増収増益というようなことで大変景気のよいということでありま

す。我々農家については大変厳しいわけですが、大企業の輸出産業にとって

は、円安はよいというようなことでございます。 

        この間、運営委員会でも申し上げましたが、４月２０日に上京しまして、

農林水産副大臣の武部新副大臣に、５年後の水張の問題やら飼料作物３万５，

０００円から１万円というのは急激ではないかというようなこと等を、要請

申し上げてきたところであります。７月をめどに、いろんな経済対策をしま

すというようなことを言っておりました。多分、参議院選挙前にいろんなそ

ういった対策をしてくれるんではないかなと思っているところであります。 

        あと今月の３１日、全国会長会、今までリモートで行ってきたわけであり

ますが、今回は上京して、県選出国会議員にいろいろな要請をしてくる予定

となっております。大変、コロナやら様々なことで厳しいわけでありますが、

農政とか、そういったことは動いておりますので、何とか今より、現状より

よくなるように、いろんな要請活動等もやっていきたいと思います。 

        今日はお忙しい中、本当にご苦労さまです。ありがとうございます。 

根津補佐    ありがとうございました。 

        それでは、議事に移りますが、総会の議長は米沢市農業委員会会議規則第

４条の規定により会長が務めることになっておりますので、会長に議事の進

行をお願いいたします。 

議  長    それでは、私のほうで議事の進行をさせていただきます。 



 

4  

        米沢市農業委員会会議規則第３条の規定による本日の欠席通告委員は、我

彦正福委員であります。本日の出席者は１９名中１８名であります。よって、

本日開催の米沢市農業委員会第２２回定例総会は成立いたしました。 

        今回の議事録署名委員には、８番 高橋信夫委員、９番 佐久間英之委員

を指名いたします。 

        続いて、審議に入りますが、議案の訂正や議事運営について事務局からは

ありますか。 

根津補佐   （挙手） 

議  長    根津補佐。 

根津補佐    議案の訂正をお願いいたします。議第６号の令和４年度最適化活動の目標

設定等（案）の別紙について、本日、机の上にお配りしていますお手元の資

料と差し替えをお願いいたします。 

議  長    それでは、議事を進めます。 

        初めに、報第１号 非農地証明の報告について、を議題といたします。議

案の内容について、事務局の説明を求めます。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 

瀧口主査    報第１号 非農地証明の報告について。下記の土地について、農地及び採

草放牧地のいずれでもないことを証明しましたので報告します。 

        受理番号１号から３号の計３件で、証明しました地目別の筆数及び地積は、

田１筆 １，１７５．００㎡、畑５筆 ８４３．００㎡、合計６筆 ２，０

１８．００㎡です。 

        受理番号１号 申請人 ○○○○外２名、所有者も同一であります。土地

の表示と地積につきましては記載のとおりです。畑から宅地への転用です。

転用年月日は、平成１１年４月頃です。申請理由は、平成１１年４月頃から

隣接地店舗の駐車場として利用されていたためです。 

        受理番号２号 申請人 ○○○○、所有者も同一であります。土地の表地

と地積につきましては記載のとおりです。田から雑種への転用です。転用年

月日は、平成元年頃です。申請理由は、平成元年１月２５日付指令農政第１

１７１号で５条許可されており、非農地となっているためです。 

        受理番号３号 申請人 ○○○○、所有者も同一であります。土地の表地

と地積につきましては記載のとおりです。畑から宅地への転用です。転用年

月日は、昭和６３年頃です。申請理由は、昭和６３年頃より車庫及び住宅敷

地として利用されているためです。 

        以上、よろしくお願いします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 
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全 委 員    なし。 

議  長    ないので、報告事案でもありますので、以上で報第１号 非農地証明の報

告について、を終わります。 

        次に、議第１号 農地法第１８条第１項第２号該当による同条第６項の通

知について、を議題といたします。 

        議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

宮原主査   （挙手） 

議  長    宮原農地主査。 

宮原主査    議第１号 農地法第１８条第１項第２号該当による同条第６項の通知につ

いて。農地の賃貸借の合意による解約が成立したと下記のとおり通知があり

ましたので、その確認を得るため委員会に付議いたします。 

        受理番号１２号から１８号の計７件です。申請人及び土地の表示等につい

ては記載のとおりです。申請のありました筆数及び地積は、田のみ２０筆 

４３，１６０．００㎡です。 

        受理番号１２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号１３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号１４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号１５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号１６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号１７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号１８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、議第１号 農地法第１８条第１項第２号該当による同条第６項

の通知について、議案書のとおり確認することに意義ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第１号 農地法第１８条第１項第２号該当による同条

第６項の通知について、議案書のとおりであることを確認いたしました。 
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        次に、議第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、を

議題といたします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

宮原主査   （挙手） 

議  長    宮原農地主査。 

宮原主査    議第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について。下記の農

地について、農地法第３条第１項の許可申請がありましたので、その可否を

求めるため委員会に付議いたします。 

        受理番号９号から１２号の計４件です。申請人及び土地の表示等について

は記載のとおりです。申請のありました筆数及び地積は、田４筆 ２，９９

０．００㎡、畑５筆 １，３８３．００㎡、合計９筆 ４，３７３．００㎡

です。 

        受理番号９号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。申請事由は高齢化による経営縮小のための売

買です。 

        受理番号１０号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は贈与です。 

        受理番号１１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望のための賃貸借で

す。 

        受理番号１２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望のための賃貸借で

す 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果を報告してください。それで

は、受理番号９号から１２号を上程いたします。 

５   番   （佐藤利夫委員 挙手） 

議  長    ５番 佐藤委員。 

５   番    ５番 佐藤です。 

        受理番号９号につきまして調査結果をご報告申し上げます。申請人と土地

の表示につきましては記載のとおりでございます。今回、渡人である○○○

○さんですけれども、受人の△△△△さんに３条による売買という契約です。

以前に、ここの場所は○○さんの自宅があったところでございまして、デン

トコーンを作付しておりました。それで、△△△△さんで賃貸借で借りてお

ったという土地なんですけれども、今回ちょっと高齢化による経営を縮小し

たいということで、やめたいということなんですけれども、それを△△△△

さんで買ってもらえないかという申出がありまして、そのまま売買で引き受
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けた案件でございます。以上、問題ない案件だと思いますので、皆様方のご

審議をよろしくお願いしたいと思います。 

        以上です。 

議  長    １０号。 

７   番   （佐藤孝義委員 挙手） 

議  長    ７番 佐藤委員。 

７   番    ７番 佐藤孝義です。 

        私から１０号についてご説明申し上げます。 

        こちらは、贈与による所有権の移転という内容となっております。申請人、

土地の表示等は記載のとおりとなっております。場所は、国道１２１号線、

△△△△の隣の場所となっておりまして、畑が道路を挟んだ反対側にござい

ます。調査は４月２８日、○○○○さんよりお話を伺ってまいりました。○

○さんと△△さん、親戚関係とのことです。５０年ほど前に○○さんのおじ

いさんが△△に住まいになられたそうで、お孫さんの○○○○さんは現在東

京で生計を立てており、親戚である△△さんに贈与したいということでござ

いました。ご審議、よろしくお願いいたします。 

議  長    １１号。 

１ ２ 番   （遠藤伊一委員 挙手） 

議  長    １２番 遠藤委員。 

１ ２ 番    １２番 遠藤です 

        私から、１１号、１２号の調査結果を報告いたします。 

        申請人、土地の表示等の詳細は議案書のとおりであります。この件は賃貸

借ということで、△△△△さん、新規就農者でワインのブドウの栽培をして

おる方で、一生懸命やっている方です。ブドウ園の中心部のほうに、○○さ

んと○○さんの原野という地目でありますけれども、ちょうどその真ん中に

荒れている土地があります。その土地を、整備をして新たに畑として利用し

たいということで１０年間お借りするという案件であります。△△さんはお

父さんもブドウは作っておりますけれども、ワイン田ということで、ここを

きれいに整備をしたいということでお借りするという案件でありますので、

問題ありませんので、よろしくお願いいたします。 

議  長    ご苦労さまでした。 

        それでは、ただいまの受理番号９号から１２号について、意見並びに質問

はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号９号から１２号について、許可することに異議ありま

せんか。 
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全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に

ついて、は議案書のとおり許可することに決定いたしました。 

        次に、議第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、を

議題といたします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 

瀧口主査    議第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について。下記の土

地について、農地法第４条第１項の規定による許可申請がありましたので、

その可否を求めるため委員会に付議します。 

        受理番号２号の計１件で、申請がありました地目別の筆数及び地積は、畑

のみ１筆 １３３．００㎡です。 

        受理番号２号 申請人 ○○○○、土地の表示と地積につきましては記載

のとおりです。転用事由は自宅敷地の拡張です。こちらは既存施設の拡張の

１種農地です。 

        以上、ご審議よろしくお願いします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果について報告をお願いいたし

ます。 

        それでは、受理番号２号を上程いたします。 

６   番   （田代曻一委員 挙手） 

議  長    ６番 田代委員。 

６   番    ６番 田代です。 

        申請内容について、ご説明申し上げます。 

        申請人、土地の表示等は議案書記載のとおりでございます。申請人の○○

○○さんには、私、去年あたりから、ここの土地こうしたいのよというふう

な話は頂戴していましたが、俺の土地だから何でもしていいべというふうな

雰囲気を少々お持ちだったんです。自分の土地で勝手にできるのは宅地だけ

ですからねと。特に農地、畑とか田んぼ、これは勝手にできないので、自分

のしたいことを事務局に行っていろいろ聞いてくださいというのが昨年でし

た。本年になりましてから、またこの話が出まして、理解していただいたん

ですねと言いましたら、それなりに理解されたということで、事務局に提示

されました。これについては、私、話もしたということもありまして現地も

確認し、事前なんて絶対しちゃ駄目だよということも確認し、事前着工も何

もやっておりません。本人としては長年の課題で、ようやく解決できるなあ

と思っておりますので、皆さん審議のほどよろしくお願いしたいと思います。 

        以上です。 
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議  長    それでは、ただいまの受理番号２号について、意見並びに質問はありませ

んか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号２号について、許可することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に

ついて、は議案書のとおり許可することに決定いたしました。 

        次に、議第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、を

議題といたします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 

瀧口主査    議第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について。下記の土

地について、農地法第５条第１項の規定による許可申請がありましたので、

その可否を求めるため委員会に付議します。 

        受理番号３号から５号の計３件で、申請がありました地目別の筆数及び地

積は、田７筆 ８，７７３．００㎡、畑８筆 ２，６８８．００㎡、合計１

５筆 １１，４６１．００㎡です。 

        受理番号３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。転用事由は貸駐車場及び通路の設置です。こ

ちらは都市計画法の用途地域内の３種農地です。 

        受理番号４号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。転用事由は貸駐車場及び通路の設置です。こ

ちらは都市計画法の用途地域内の３種農地です。 

        受理番号５号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。転用事由はアパートの建設です。こちらは都

市計画法の用途地域内の３種農地です。 

        以上、ご審議よろしくお願いします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果について報告をお願いいたし

ます。 

        それでは、受理番号３号から５号を上程いたします。 

８   番   （高橋信夫委員 挙手） 

議  長    ８番 高橋委員。 

８   番    ８番 高橋です。 

        ３号、４号について調査結果を報告いたします。 

        両方とも同じ事業計画ですので、一緒に説明させていただきます。申請

人、土地の表示等の詳細は議案書記載のとおりであります。３号は、賃貸借
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により貸駐車場及び通路の設置、４号につきましては、売買により貸駐車場

及び通路の設置であります。申請地は地図を見ていただきたいのですが、○

○地内、今工事しております○○○○、△△△△の南側に位置しており、３

種農地、都市計画法の用途地域内に位置しております。現地調査は５月１日

に行い、５月６日に両案件の代理人であります行政書士△△さんから、電話

でお話を伺いました。３号のほうですが、こちらは△△△△が今工事してお

ります。△△の建設工事会社の駐車場、工事完了後は△△△△の社員駐車場

に使用し、一部は通路として使用するということです。４号につきまして

も、こちら本当は△△△△、賃貸でお借りしたかったんですが、譲渡人が一

括で売買を希望したため、間に不動産業の△△△△が入りまして、一旦こち

らに一括売却、それから△△△△に賃貸でお貸しするということです。こち

らの建設工事会社の駐車場に使用し、工事終了後に△△△△の従業員の駐車

場に使用するということです。隣接地に農地ありますが、事業計画上影響は

ないものと判断され、事前着工もありません。許可要件を満たしており許可

相当と思います。よろしくお願いします。 

議  長    ５号。 

１ １ 番   （宮﨑雅文委員 挙手） 

議  長    １１番 宮﨑委員。 

１ １ 番    ５号の件に関しまして、調査結果を報告させていただきます。 

        ○○○○さんから△△△△が土地を購入し、アパートを建設したいという

案件でございます。５月６日、現地を確認してまいりまして、担当の行政書

士○○さんからお話を伺いました。場所は、△△△△のやや西側の○○丁

目、△△の住宅街の一角でございます。確認したところ、事前着工等はござ

いませんでした。また、農事相談の際に質問があったんですが、北側に畑が

あるんですが、こちらは○○さんの北側のお宅、○○さんの畑ということ

で、特に周辺の影響はないものと判断されます。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

議  長    それでは、ただいまの受理番号３号から５号について、意見並びに質問は

ありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号３号から５号について、許可することに異議ありませ

んか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて、は議案書のとおり許可することに決定いたしました。 

        次に、議第５号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。 
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１ １ 番   （宮﨑雅文委員 挙手） 

議  長    １１番 宮﨑委員。 

１ １ 番    私の案件がございますので、一時退席させていただきます。 

       （宮﨑雅文委員 退室） 

議  長    それでは、先に受理番号４号、１６号を上程いたします。議案の内容につ

いて、事務局の説明を求めます。 

須貝主任   （挙手） 

議  長    須貝主任。 

須貝主任    議第５号 農用地利用集積計画について。農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定により委員会に付議いたします。 

        受理番号４号及び１６号の計２件です。申請人及び土地の表示等について

は、記載のとおりです。申請のありました筆数及び地積は、田のみ６筆 １

２，７７０．００㎡、合計も同様です。 

        受理番号４号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。 

        受理番号１６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。 

        なお、本件ついては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしているものと考えられます。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、ただいまの受理番号４号、１６号について、議案書のとおり米

沢市が計画書を作成することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第５号 農業地利用集積計画について、の受理番号４

号、１６号は議案書のとおり米沢市が計画書を作成することに決定いたしま

した。 

       （宮﨑雅文委員 入室） 

議  長    それでは、さきの受理番号４号、１６号を除く受理番号１号から３５号を

上程いたします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

須貝主任   （挙手） 

議  長    須貝主任。 

須貝主任    議第５号 農用地利用集積計画について。農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定により委員会に付議いたします。 

        受理番号４号、１６号を除く１号から３５号の計３３件です。内訳は、売
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買による所有権移転が３件、新規の貸借権の設定が１４件、貸借権の再設定

が１６件です。申請人及び土地の表示等については記載のとおりです。申請

のありました筆数及び地積は、田１６６筆 ２３９，２７９．３９㎡、畑２

５筆 ９，０１３．００㎡、合計１９１筆 ２４８，２９２．３９㎡です。 

        受理番号１号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。 

        受理番号２号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。 

        受理番号３号 渡人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。 

        受理番号５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は農地中間管理事業による新規の賃貸借権設定

です。 

        受理番号６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は農地中間管理事業による新規の賃貸借権設定

です。 

        受理番号７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は農地中間管理事業による新規の賃貸借権設定

です。 

        受理番号８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は農地中間管理事業による新規の賃貸借権設定

です。 

        受理番号９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。 

        受理番号１０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。 

        受理番号１１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。 

        受理番号１２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。 

        受理番号１３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。 

        受理番号１４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。 

        受理番号１５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。 
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        受理番号１７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。 

        受理番号１８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。 

        受理番号１９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。 

        受理番号２０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号３０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号３１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号３２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号３３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号３４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 
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        受理番号３５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        なお、本件ついては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしているものと考えられます。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、さきの受理番号４号、１６号を除く受理番号１号から３５号に

ついて、議案書のとおり米沢市が計画書を作成することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第５号 農業地利用集積計画について、はさきの受理

番号４号、１６号を除く受理番号１号から３５号について、議案書のとおり

米沢市が計画書を作成することに決定いたしました。 

        次に、議第６号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評

価並びに令和４年度最適化活動の目標の設定等（案）について、を議題とい

たします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

宮原主査   （挙手） 

議  長    宮原農地主査。 

宮原主査    議第６号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価並び

に令和４年度最適化活動の目標の設定等（案）については、去る５月２日開

催の活動計画作成委員会での協議に基づき原案を作成させていただきまして、

先日の農事相談のときに皆様にご確認をいただいたところです。したがいま

して、この原案の内容で公表及び県を経由し国へ報告することについて承認

を得るため委員会に付議いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

        なお、差し替えになりました資料でございますけれども、まず資料２のほ

うになりますが、ナンバー１２５から１２８について、旧市町村を上長井か

ら南原に、担当の農業委員を二宮委員から山王堂委員に訂正をさせていただ

いております。それに伴いまして、別紙様式１の別表になりますけれども、

こちらの新規発生遊休農地の解消面積のところになりますが、二宮委員が０．

２ヘクタール、山王堂委員が０．３ヘクタールに訂正となりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

        以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの事務局の説明について、意見並びに質問はありませんか。 

９   番   （佐久間英之委員 挙手） 

議  長    ９番 佐久間委員。 
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９   番    ９番 佐久間です。 

        先日の農事相談の際に委員の方から、この推進委員等の担当地域ごとの最

適化活動の目標の中の農地面積、それから新規集積面積、集積面積累計です

けれども、この面積についても各個人と申しますか、各地域で差があるので、

今後、改選のときの委員の定数を決める際にも、その中の一つの考えにもし

ていただきたいということがありました。 

        以上です。 

議  長    今、佐久間委員から、担当地域面積と新規集積面積と、集積面積累計の割

合を、今後の推進委員の人数等にも考慮してほしいというような意見があり

ましたが、事務局、お願いします。 

宮原主査   （挙手） 

議  長    宮原農地主査。 

宮原主査    担当地区の農地面積Ａというところですけれども、このたび初めての試み

で出したものになっております。地区の農地台帳の面積で按分して、委員さ

んの数で割った数ということでご説明はさせていただいております。こちら

のほうは広幡地区が２２２ヘクタールで、旧市の方ですと６６ヘクタールと

いうことで、３倍、４倍近く面積が違うということで、これぐらい面積が違

うのに、定数に反映していないのはおかしいというご質問はありました。今

後、来年改選に向けまして、いろんな要件がありまして定数決まってくるわ

けですけれども、こちらの面積もある程度考慮しながら、定数のほう考えて

いきたいということで、事務局内では話になっておりますので、ご理解のほ

どよろしくお願いしたいと思います。 

議  長    旧市は、面積は転作とかあるわけだし、あと毎月の調査も、旧市の方は毎

月あるわけで、そういったことでありますので、直接これが全てではないと

いうことだと思います。 

２   番   （小関善隆委員 挙手） 

議  長    ２番。 

２   番    新しく改正のときに、いろいろ検討委員会つくって、その中で検討して出

た地域割りというようなことになります。一つは、全体の農業委員と推進委

員の数というのは、ある程度面積から割り出してきました。ただ、地域割り

というと、最低、地区から１人は出さなきゃいけないというような考えの中

でやりました。あと面積、比較的大きくて担当委員が２人がいいんじゃない

かと言ったところについても、いや、面積大きくても、結構地理的にあんま

り離れていないから１人でいいという意見もあって、いろいろ検討してつく

った答えというようなことであります。たまたま、そこの土地改良とか農協

とか中立委員がいた地区においては、１人増えて面積的には少なくなります
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けれども、いろいろ検討した結果、そういう分け方をしたというのでありま

す。 

議  長    ９番 佐久間委員、よろしいですか。（「はい、伝えます」の声あり） 

        そのほか皆さんからございませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、議第６号について、原案のとおり承認することに異議ありませ

んか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第６号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価並びに令和４年度最適化活動の目標の設定等（案）について、

は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

        以上で１の提出議案についての審議は終了しました。 

        続いて、２のその他に移ります。 

        農政振興等に関する改善意見や施策について、話題提供として発言をいた

だきたいと思います。今日は５番 佐藤利夫委員にお願いいたします。 

５   番    ５番 佐藤です。 

        私から１点なんですけれども、実は、今年の３月ですけれども、お父さん

が亡くなって、息子さんが相続したわけなんですけれども、それに伴ったあ

っせんということで私に申出があったんですけれども、よくよく調べてみま

すと、その土地が２か所ありまして、１か所が交付金の対象地、あともう１

か所が昔ホップを作っておって完全に定着カウントになっておって、交付金

の対象外ということで、マルガイの土地はどうなるもんだということで、機

構を通せば、その土地は第三者に貸し借りすれば復活するんですけれども、

定着カウントについて、なかなか交付金が認められないという状況でござい

ました。今回あっせんだったもんですから、なかなか、借り手も、やっぱり

そういう土地条件なもんですから厳しいということがありまして、去年まで

ですと、○○○○さんに作業委託ということで大豆を作っておったようなん

ですけれども、よくよく調べてみますと、１か所は経常賦課金は納めている

んですけれども、もう１か所、その定着になっている部分は水費がかからな

いということで土地改良費も納めていなくて、交付金も出ていないと。全部

自腹で、○○○○さんに作業料から全部納めていたようです。その金額が、

全体で３反ぐらいだったんですけれども十五、六万円ぐらい納めていたのか

な。それはもう本当に持ち出しのお金だったんですけれども、いろいろ第三

者のほうにも、小作料は要らないから牧草とか何か植えてくれないかという

ことをお話したんだけれども、やっぱり結局は、当然未整理地なもんですか

らどうしようもなくて、今現在に至っているわけなんですけれども、細目書
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上はやっぱり保全管理ということで本人は上げたみたいです。 

        先ほども会長からお話ありましたけれども、上京して要請書ということで

上げてきたということなんですけれども、これはやっぱりここだけの問題で

なくて、やっぱり農水省絡みというかね。政治にもよるんですけれども、や

っぱり農地を復活する方法というか、何か名案があればなんですけれども、

やっぱり農家個人でそれを対応するというのは、最後には、やっぱり保全管

理並びに遊休農地につながっていくんじゃないかなというか、やっぱりそう

いうところを農業委員サイドで救う方法があればなということを、ちょっと

提案させていただきたいと思います。 

        以上です。 

議  長    これは大変な、大きな問題だと思います。今回の５年水張り関係も、５年

間して水田に復元できないところは、今、佐藤さん言われたように田んぼで

なくなってしまうと交付金対象外になってしまうわけだ。その辺が本当に大

きな問題だから、本当に皆さんにも考えてもらいたいと思います。 

        今の意見に対して何かありますか。 

１ ０ 番   （江口益美委員 挙手） 

議  長    １０番。 

１ ０ 番    １０番 江口です。 

        佐藤委員からあったんですけれども、賦課金なしだというところもあると

いう話で、そこは、地目は田んぼじゃないというところで認識していいんで

すよね。はい、分かりました。 

        ただ、今の問題については、本当にやっぱり農林水産省も含めて、今会長

おっしゃったようなところも含めて、いろんな問題があると思いますので、

農業委員としても考えていかなければならないわけでありますけれども、ま

ず最初は、そういった政治的な背景、それも含めていかないと、なかなか農

業委員会にさじ預けられても、解決できるものはできるんだけれども、でき

ないものは本当にもう何やってもできないと思いますので、その辺の要請も

含めて、これからも対応しなくちゃならないのかなというふうに思いますの

で、その辺もみんなで考えていかなきゃならないなというふうに思います。

以上です。 

１ ５ 番   （相田市三郎委員 挙手） 

議  長    相田委員。 

１ ５ 番    １５番 相田です。 

        土地改良での話になりますけれども、塩井で土地改良にしたとき、今言っ

たような定着で７反ばかりサクランボ園地がありまして、そこを田んぼにす

るということを県と相談したら、できるということになって、その条件とし
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て、その分の面積を別なところに畑としてつくってもらえればいいというこ

とで、畑のところを全部まとめたわけですけれども、そこに定着の分をつけ

ればいいという、土地改良でのあくまでも話ですけれども、そういうことあ

りましたので、参考までにお話しさせていただきました。 

議  長    ありがとうございました。保全管理して管理できているうちはいいんだけ

れどもな。だんだん年取ってしなくなると、今度遊休農地化しているわけだ。 

５   番   （佐藤利夫委員 挙手） 

議  長    どうぞ。 

５   番    その件なんですけれども、定着カウントになったということは、やっぱり

当時、転作奨励金的なもの５年間固定すると前もってもらう、そのもらった

土地においては、やっぱりその交付金の対象外になっているのか、果たして、

その定着になったものがサクランボなりホップなり、やっぱり当時もらった

のかなというか、その辺を何というか、うまく覆す方法でもあればなと思っ

たんでした。以上です。 

議  長    補佐分かりますか。 

根津補佐   （挙手） 

議  長    どうぞ。 

根津補佐    私、生産調整担当していたときですが、ホップなど果樹につきましては、

５年間、そのときは交付金とは言わなかったんですけれども、減反のお金が

出ていました。５年間で、もう実が採れて収穫して、そこで生計をやろうと、

この間の５年間作付、水田復活のような話と同じであって、そこでお金取れ

るようになったんだから、あとはお金出しませんよということになって、定

着カウントというものが年代で何種類かあると思います。青カウントだの赤

カウントだの。私ちょっと離れて分からなくなっていますけれども、そうい

ったものでお金いただいているので戻せませんよということで、先ほど相田

委員がおっしゃったように、畑寄せだということで、土地改良の中では端っ

こに持っていくとか、そういった対応はできると思いますが、あくまでも細

目書上は定着で、何作ってもいいよと、水稲以外はいいよという説明をして

まいりました。水稲しちゃうと新規開田になる扱いで、次の年からペナルテ

ィーが科せられるというような中身になっているかと思います。なので、大

豆でも何でもいいんですけれども、今ちょっと私分からないんですが、とも

補償は今やめているんでしたっけ。（「やめています」の声あり）とも補償

の中でやり取りをしていたんじゃないかなと思いますけれども、ただ、まだ

拠出していなければそれもできないわけですけれども、とも補償の中でうま

く定着分にもお支払いをしていたような記憶はございます。 

議  長    ありがとうございました。 
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２   番   （小関善隆委員 挙手） 

議  長    どうぞ。 

２   番    マルガイのことについては、結局、果樹とか、もう永年的にこれは転作し

て果樹園にしますよと言って、結構な金もらったんよ、そういう条件で。だ

けれども、もう一つマルガイは保全管理、保全管理の部分については金もら

っていない。それと同じく、それを別なものに変えて作っても交付金が出な

いということと、また別の考えだと思うんだ。一つは果樹園とか何かにした

んだから、元は田んぼであっても本来であれば何十年とそれを収穫していく

という、そういうようなので一時的にお金を、結構高い額をもらったという

ことだと思います。それはそれで理解される部分がある制度です。だけれど

も、保全管理の場合は、何か作ろうとしても金が出ないということだから、

実際交付金はもらっていないということの違いがあると思うよ。だからその

部分について、３年間何も作っていないから保全管理だから出ないというの

もあるんだろうから、その分については簡単に除外してもらってもいいんで

はないかないう気はします。ちょうど、今年参議院選で、来年は統一地方選

挙があるんだから、何かそこら辺でいろいろ運動していかなくてはならない

のかなと。 

１ ６ 番   （山王堂民榮委員 挙手） 

議  長    どうぞ、１６番。 

１ ６ 番    さっきのにちょっと関連してなんですけれども、この５年間水張りしない

と交付金がなくなるという話に移させてもらっていいですか。そばなんかは、

特に田んぼにされないところに作っているわけだ。それが、もう田んぼにし

ろと言ってもなかなかできないわけだ。水路なんかも確保できないし。それ

をカットしたお金はどこにやるんだという、やっぱり数量割とか何かで分配

してもらわなければ。やっぱり農林省の予算が少なくなるだけで、それは農

家をいじめているというようなもんで、一生懸命働いた人には金を出すと、

数量割というか、数量払いのほうに回してもらうようになれば、農家も一生

懸命やるんじゃないかと思います。 

議  長    転作関係が今度崩れてくる可能性もあるんだよな。面積どんどん、田んぼ

の面積が減ってくるわけだから。そうすると、休むところなくなる可能性も

ある人いっぱい出てくるわけだな。これは大変なことだと思うし、地目変更

して定着というか、そういうふうになってしまうと、土地改良費払わない、

水田費払わないという人も出てくる可能性が。ブロックローテーションにで

きないところが多い。そういうところが多く休んでいるからな。 

        皆さんからありませんか。今、山王堂委員から、５年水張り関係で要望し

てくるには、そういった数量払いで何とか所得の確保をお願いしたいという



 

20  

ようなお話でありました。この件について、もっと何か対策として、国なり

代議士に言うべきことがあったら教えていただきたいと思います。宮﨑委員、

何かありますか。どうぞ。 

１ １ 番    すみません、私も勉強不足で分からない部分が多いんですけれども、要す

るに、国はブロックローテーションを推奨しているという状況だと思うんで

すけれども、実は私もこれから、ブロックローテーションをしていきたいと

思っております。ですが、どのように排水対策をしようかなと。ほかの、実

は農地でも排水対策ということで、実は私自分で掘ったり排水切ったりなん

だりしていますが、なかなか大変です。お金もかかりますので、ブロックロ

ーテーションをするに当たっての、逆に何か補助的なものというのは特にな

いものなんでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。要するに、

田んぼの排水対策工事という、お願いします。 

議  長    今、宮﨑委員からブロックローテーションとか輪作とかしていくには、や

っぱり排水対策、あと逆の場合は水口確保できないというような場所もある

わけでありますので、その逆のパターンもありますが、そういったことに対

して何か助成があれば、この政策にも乗っていけるんだというようなご意見

だと思います。皆さんから何かアドバイスありますか。 

２   番    県の畑地化事業を知っていますか。（「はい」の声あり）あれは、畑地化

してから何年間が畑で田んぼに戻さなきゃいけないんだっけ。あれは５年以

上だよな。（「５年です」の声あり）10年くらい戻せないんだっけ。（「戻

せないと思います」の声あり）そうすると、完全に田んぼにした場合は、交

付金の対象にならないということか、せっかく畑地化事業して。そういう事

業との整合性も何もないわけだ、５年間という年数については。だから、そ

ういうことのいろいろ矛盾点も結構あって、５年と勝手に決めているからよ。 

根津補佐    やっぱり先ほどあったように、そこで収量をとって、そこで儲けていくと

いうような、対象水田から除外していこうという考えで進んでいるのだと思

いますので、５年で復田というのはほとんど現実的にはないので、ブロック

ローテーションについての農家が米沢市はあんまりないと思いますけれども、

そこら辺は調査させていただきたいと思います。 

議  長    数量払い、あるいはブロックローテーションに関わる経費、そういったも

のについて、要望をしていきたいと思っております。 

        そのほかありませんか。 

        ないようですので、２のその他を終了し、以上で本日の第２２回米沢市農

業委員会定例総会を閉会いたします。 

 

閉  会   午前１０時３０分 
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